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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２９年７月２５日（平成２９年（行情）諮問第３１５号） 

答申日：平成３０年４月２６日（平成３０年度（行情）答申第３６号） 

事件名：「平成２６年度 研究本部史」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「『研究本部史』（陸上自衛隊研究本部）のうち２０１５．４．２７－

本本Ｂ１８８で特定された後に作成されたもの全て。＊電磁的記録が存在

する場合，その履歴情報も含む。」（以下「本件請求文書」という。）の

開示請求に対し，「平成２６年度 研究本部史（１枚目及び２枚目を除

く。）」（以下「本件対象文書」という。）を特定し，その一部を不開示

とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年１２月１６日付け防官文第

２１０７６号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し

を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）不開示処分の対象部分の特定を求める。 

    総務省情報公開・個人情報保護審査会の審議において審査請求人は書

面を通じてしか意見を申し立てることができない。したがって不開示部

分を直接指さして特定するという方法が採れないため，本決定における

特定の仕方では不十分である。 

    何頁の何行目から何行目までという辺りまで不開示部分の特定がされ

ないと審査会の審議における書面での申立てに支障が生じること，及び

平成２２年度（行情）答申第５３８号で指摘されたような原本と開示実

施文書の相違の発生防止の観点から，更に特定を求めるものである。 

 （２）一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべき

である。 

 （３）本来の電磁的記録についても特定を求める。 

    国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，当

該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償請求事件における国
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の主張）である。 

    そこで電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求めるも

のである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として「平成２６年度 研究本部史」を特定した。 

本件開示請求については，法１１条を適用して平成２８年１２月１６日

まで開示決定等の期限を延長し，まず，同年４月２８日付け防官文第９２

１８号により，特定した行政文書の１枚目及び２枚目（以下「先行開示文

書」という。）について開示決定を行った後，同年１２月１６日付け防官

文第２１０７６号により，本件対象文書について法５条１号及び３号に該

当する部分を不開示とする原処分を行った。 

２ 法５条該当性について 

別紙のとおり 

３ 審査請求人の主張について 

（１）審査請求人は，「何頁の何行目から何行目までという辺りまで不開示

部分の特定がされないと審査会の審議における書面での申立てに支障が

生じること，及び平成２２年度（行情）答申第５３８号で指摘されたよ

うな原本と開示実施文書の相違の発生防止の観点から，更に特定を求め

るものである。」として，不開示部分の特定を求めるが，原処分におい

て，平成２２年度（行情）答申第５３８号において示された「不開示部

分の位置を文書名で特定」し，平成２８年１２月１６日付け防官文第２

１０７６号により通知している。 

（２）審査請求人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，原処分において一部を不開示とし

た決定の取消しを主張するが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検

討した結果，その一部が別紙のとおり同条１号及び３号に該当すること

から当該部分を不開示としたものであり，その他の部分については開示

している。 

（３）審査請求人は「国の解釈によると，『行政文書』とは，『開示請求時

点において，当該行政機関が保有しているもの』（別件の損害賠償請求

事件における国の主張）である。」として，本件対象文書の電磁的記録

についても特定を求めるが，本件対象文書は紙媒体しか保有しておらず，

本件審査請求を受け，確実を期すために行った再度の確認においても，

電磁的記録の存在を確認することはできなかった。 

（４）以上のことから，審査請求人の主張にはいずれも理由がなく，原処分

を維持することが妥当である。 
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第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年７月２５日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年９月１日       審議 

   ④ 平成３０年４月９日    本件対象文書の見分及び審議 

   ⑤ 同月２４日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，平成２６年度 研究本部史（１枚目及び２枚目を除

く。）である。 

審査請求人は，原処分の取消し及び本件対象文書の電磁的記録の特定を

求めており，諮問庁は，本件対象文書の一部が法５条１号及び３号に該当

するとして不開示とした原処分を妥当であるとしていることから，以下，

本件対象文書の見分結果に基づき，本件対象文書の特定の妥当性及び不開

示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確 

認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

ア 本件対象文書は，「陸上自衛隊の部隊史に関する達」（昭和４３年

陸上自衛隊達第３２－４号。以下「達」という。）に基づき，平成２

６年度における陸上自衛隊研究本部（以下「研究本部」という。）の

隊務実施の経過を明らかにして，将来における隊務運営の参考に資す

ることを目的として，年度の隊務運営の方針，隊務実施の概要，所属

部隊等の隊務実施の概要等を記述したものである。 

イ 本件対象文書は，研究本部が保有している紙媒体であり，防衛省に

おいて，本件対象文書の電磁的記録は保有していない。 

  ウ 本件対象文書については，関係部署の原稿作成者から編さんに必要

な原稿が電子メールで総務部の担当者に提出され，当該担当者は，こ

れを校正・編集し，総務部で作成した表紙，目次等を添付して電磁的

記録を作成した上，紙媒体に印刷して研究本部長の決裁を受け，完成

した。 

  エ 本件対象文書の原稿である電磁的記録については，本件対象文書が

取扱上の注意を要する文書であることから，情報流出の防止等，情報

保全の観点を重視し，所要数を印刷した後に廃棄しており，本件対象

文書の電磁的記録は保有していない。 

オ 本件審査請求を受け，確実を期すため，再度研究本部の書庫，倉庫

及びパソコン上のファイル等の探索を行ったが，本件対象文書の電磁
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的記録の存在は確認できなかった。 

（２）諮問庁から達の提示を受けて確認したところ，その内容は諮問庁の上

記（１）アの説明のとおりと認められ，本件対象文書の電磁的記録は保

有していない旨の諮問庁の上記（１）イないしオの説明が不自然，不合

理とはいえず，他に電磁的記録の存在をうかがわせる事情も認められな

いことから，防衛省において先行開示文書及び本件対象文書以外に本件

請求文書に該当する文書（電磁的記録）を保有しているとは認められな

い。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）法５条１号該当性について 

   ア 自衛隊員，外国軍人及び民間人の写真の顔部分 

 巻頭５枚目，同６枚目，同８枚目ないし同１４枚目及び同１７枚

目ないし同３３枚目の写真の不開示部分は，自衛隊員，外国軍人及

び民間人の写真の顔部分である。 

 当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。 

次に，当該部分の法５条１号ただし書イ該当性を検討するに当たり，

自衛隊員の写真の顔部分を公にする慣行の有無，範囲等について，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，防衛省にお

いては，原則として自衛隊員のうち将官（将補以上の階級の者を指

す。）の写真の顔部分については公にする慣行があるものの，当該

部分に写っているのは，将官以外の自衛隊員であるとの説明があっ

た。したがって，当該部分は，同号ただし書イに該当しないと認め

られるほか，外国軍人及び民間人についても，その写真の顔部分を

公にする慣行があると認めるべき事情は存しないことから，いずれ

も同号ただし書イに該当せず，また，同号ただし書ロ及びハに該当

すると認めるべき事情も存しない。 

さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることか

ら，法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，

不開示としたことは妥当である。 

   イ 自衛隊員の氏名等 

巻頭６枚目及び同１０枚目（それぞれ写真の顔部分を除く。）の不

開示部分には，自衛隊員の俸給表上の職務の級が，また，本文４０

ページ及び同４１ページの不開示部分には，特定の時期に退職及び

採用となった自衛隊員の氏名等がそれぞれ記載されている。 

 当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イ

ないしハに該当すると認めるべき事情も存しない。 
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さらに，当該部分は，氏名が開示されている又は一体として個人識

別部分に該当すると認められることから，法６条２項による部分開

示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示としたことは妥当で

ある。 

（２）法５条３号該当性について 

   ア 研究本部の組織，定員等に関する情報 

巻頭１１枚目ないし同１３枚目（いずれも役職名）並びに本文１７

ページ，同２０ページないし同２６ページ及び同７３ページないし

同７９ページの不開示部分には，研究本部の組織，編成，定員等に

関する情報が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，研究本部の研究態勢及び

能力が推察され，また個人を狙った不当な働き掛けが行われるおそ

れがあるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じ

させ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号

に該当し，不開示としたことは妥当である。 

   イ 研究，教訓業務等に関する情報 

本文４ページ，同１９ページ，同３２ページ及び同５９ページの不

開示部分には，研究本部の運営方針，経費及び警備に関する情報が

記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，研究本部の研究態勢，能

力，関心事項，陸上自衛隊の部隊の運用要領等が推察され，悪意を

有する相手方をして，その対抗措置を採ることや弱点を狙うことを

容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５

条３号に該当し，不開示としたことは妥当である。 

   ウ 装備品に関する情報 

本文４５ページ及び同６２ページの不開示部分には，装備品の数量

が記載されている。 

当該部分は，これを公にすることにより，研究本部の能力等が推察

され，悪意を有する相手方をして，その対抗措置を採ることや弱点

を狙うことを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあ

ると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められ

るので，法５条３号に該当し，不開示としたことは妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは
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ない。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号及び３号に該当するとして不開示とした決定に

ついては，防衛省において，先行開示文書及び本件対象文書の外に開示請

求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので，本

件対象文書を特定したことは妥当であり，不開示とされた部分は，同条１

号及び３号に該当すると認められるので，不開示としたことは妥当である

と判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙 

 

不開示とした部分 不開示とした理由 

巻頭５枚目，同６枚

目，同８枚目ないし同

１４枚目，同１７枚目

ないし同３３枚目の写

真の顔部分 

個人に関する情報であり，特定の個人を識別するこ

とができることから，法５条１号に該当するため不

開示とした。 

巻頭６枚目及び同１０

枚目の事務官等の職務

の級 

個人に関する情報であり，特定の個人を識別するこ

とができることから，法５条１号に該当するため不

開示とした。 

巻頭１１枚目ないし同

１３枚目の役職名 

研究本部の編成上の役職名に関する情報であり，こ

れを公にすることにより，陸上自衛隊の研究開発業

務の体制が推測され，陸上自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が害さ

れるおそれがあることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 

本文４ページの一部 研究本部の隊務遂行の重視事項に関する情報であ

り，これを公にすることにより，研究本部の研究開

発における重視事項が推察され，陸上自衛隊の任務

の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の

安全が害されるおそれがあることから，法５条３号

に該当するため不開示とした。 

本文１７ページの「２ 

充足管理」の一部 

研究本部の人員の充足状況に関する情報であり，こ

れを公にすることにより，研究本部の研究開発態勢

及び能力が推察され，陸上自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が害さ

れるおそれがあることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 

本文１９ページの「６ 

経費」の一部 

研究本部の予算規模に関する情報であり，これを公

にすることにより，研究本部の研究開発態勢及び能

力が推察され，陸上自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が害されるお

それがあることから，法５条３号に該当するため不

開示とした。 

本文２０ページないし

同２４ページのそれぞ

研究本部の定員及び充足状況に関する情報であり，

これを公にすることにより，研究本部の研究開発態
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れ一部 勢及び能力が推察され，陸上自衛隊の任務の効果的

な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が害

されるおそれがあることから，法５条３号に該当す

るため不開示とした。 

本文２５ページの研究

本部組織図の一部 

研究本部の組織・編成に関する情報であり，これを

公にすることにより，研究本部の研究開発体制及び

能力が推察され，陸上自衛隊の任務の効果的な遂行

に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が害される

おそれがあることから，法５条３号に該当するため

不開示とした。 

本文２６ページの表の

一部 

研究本部の組織・編成及び研究等担任に関する情報

であり，これを公にすることにより，研究本部の研

究開発体制及び能力並びに各課の研究等担任内容が

推察され，陸上自衛隊の任務の効果的な遂行に支障

を及ぼし，ひいては我が国の安全が害されるおそれ

があることから，法５条３号に該当するため不開示

とした。 

本文３２ページの表の

一部 

研究本部の予算規模に関する情報であり，これを公

にすることにより，研究本部の研究開発態勢及び能

力が推察され，陸上自衛隊の任務の効果的な遂行に

支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が害されるお

それがあることから，法５条３号に該当するため不

開示とした。 

本文４０ページ及び同

４１ページの表のそれ

ぞれ一部 

個人に関する情報であり，特定の個人を識別するこ

とができることから，法５条１号に該当するため不

開示とした。 

本文４５ページの主要

装備品の数量（業務車

１号，業務車３号及び

人員輸送車２号を除

く。）及び同４６ペー

ジの車両保安検査及び

化学技術検査の数量 

研究本部が装備する主要装備品に関する情報であ

り，これを公にすることにより，研究本部の主要装

備品の保有状況が推測され，陸上自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全

が害されるおそれがあることから，法５条３号に該

当するため不開示とした。 

本文５９ページの「２

警備」の全部 

システム開発隊の即応及び防衛・警備の訓練に関す

る情報であり，これを公にすることにより，システ

ム開発隊の即応及び防衛・警備の態勢が推察され，

陸上自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，
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ひいては我が国の安全が害されるおそれがあること

から，法５条３号に該当するため不開示とした。 

本文６２ページの「１

装備品等」の一部 

システム開発隊が装備する装備品に関する情報であ

り，これを公にすることにより，システム開発隊の

主要装備品の保有状況が推測され，陸上自衛隊の任

務の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国

の安全が害されるおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

本文７３ページないし

同７９ページの編成表

のそれぞれ一部 

研究本部の組織，編成等に関する情報であり，これ

を公にすることにより，陸上自衛隊の研究開発業務

の態勢が推測され，陸上自衛隊の効果的な任務の遂

行に支障が生じるおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

 


